
評価委員会における評価の進め方（本日分） 

 
 
１ 評価の対象 

 「千葉県水道局中期経営計画」に定める基本目標３、４に位置付ける重点推進事業 
 
２ 評価の進め方 

基本目標を一括りとして評価作業を行う。 
具体的には、基本目標ごとの重点推進事業の中から予め抽出した施策・事業を中心

に、事業の達成状況や内部評価の結果について水道局から詳細な説明を受けることに

より、内部評価の妥当性を総合的に判断して評価委員会としての評価とする。 
なお、詳細説明抽出事業については、以下の４事業を予定している。 

 
〔基本目標３〕 
   〇 収納形態の多様化 〔施策評価調書整理番号２８番〕 
   〇 接客マナー向上 〔施策評価調書整理番号３０番〕 
〔基本目標４〕 
   〇 各種情報通信手段の有効活用 〔施策評価調書整理番号４３番〕 
   〇 管路耐震整備 〔施策評価調書整理番号５２番〕 
 
 
〔本日の進め方〕 

（１）事務局から、まず、「資料２ 内部評価結果について」及び「資料３－１ 施策

評価調書（基本目標別）」(様式－２)により基本目標３に係る内部評価結果の概要

を説明する。 

（２）個別の重点推進事業についての評価を以下の①～③の手順により行う。 

① 詳細説明抽出事業について、担当課長が「資料３－１ 施策評価調書（基本目標

別）」（様式－１）により事業内容や内部評価結果を説明する。意見・質疑応答は、

１事業の説明が終わるごとに行う。 

② その他の重点推進事業について意見・質疑応答を行う。なお、欠席委員からのも

のも含め、意見や質疑が事前に提示されている場合は事務局が紹介し、担当課長が

応答する。 

③ 質疑終了後、基本目標３の全体について、委員の合議により内部評価の妥当性に

ついて評価を行う。 

（３）基本目標４の評価作業についても、上記（１）及び(２)と同様の手順により行う

ものとする。 
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なお、「資料３－１ 施策評価調書（基本目標別）」(様式－２)の「外部評価委員会の

総評」欄については、委員長又は委員長が指名した者が記載するものとし、後日、メ

ール等で他の委員による確認を求め、合意を得るものとする。 

同じく、調書の「外部評価委員会での主な意見」欄については、事務局において記

載し、後日、メール等で委員による確認を求め合意を得るものとする。 

 

 
 


